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タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和３年４月９日付

け警察庁丙組組企発第８１号、 警察庁警備局長から令和３年４月９日付け警察
庁丙備企発第８５号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせしま

す。

警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が令和３年４月９日付け外務

省告示第１３１号により、 国家公安委員会委員長が令和３年４月９日付け国家

公安委員会告示第１６号によりタリバーン関係者等のリストの改正 （別表） を

行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２

２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の届出義務を

徹底されたいというものです。

　

Ｉ Ｓ工Ｌ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国

が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。
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警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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察

　

庁 警

　

備

　

局

　

長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その１４５）

　

この度、 別添のとおり 「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対

象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和３年４月 ９日付

け外務省告示第１３１号）及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏ま

え我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項

の規定に基づき、公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件」（令和３年

４月 ９日付け国家公安委員会告示第１６号）により資産（財産）凍結措置等の対象となる

者の一部が改正された。

　

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、 これまでも、 犯罪による

収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２２号。 以下 「犯罪収益移転防止法」 と

いう。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、
また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第

２２８ 号）及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施す

る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法律第１２４号。 以下

「国際テロリスト財産凍結法」という。）により規制されているところである。最近の厳

しい国際テロ情勢に鑑み、 宝石商に対し、 この度の改正内容を周知していただくととも

に、 Ｉ ＳＩＬその他のイスラム過激派組織やその関係者が本件タリバーン関係者等に含

まれていることにも留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引に

ついて犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底され、 また、 タリバーン関係

者等との一定の取引について国際テロリスト財産凍結法等の規定が遵守されるよう、 よ

ろしくお取り計らい願いたい。
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ｎ
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ｂ
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印
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紅

初
夏

製
榛

轡
逗

鰍
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後
嶋

裂
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回

議
鋤

傘
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納
墜

世
敷

浄
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兆
耀

紙
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超
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十
ヤ

中
納

縄
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州
杖

轟
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圏
後

鰍
襲

ヤ
回

越
ｉ ト

ロ
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擾
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Ｓ
抵

撰
欝

呈
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後
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十
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貼
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塾
紙
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”
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中
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紙
１１
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紙
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轡
Ｓ

悪
投

建
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で
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払
Ｓ

対
鶏

罫
印
１ 長

ヤ
ｏ

　

冬
展
ｌｉ
ｌ
貼

瓢
賦

ド
ｍ

回
撮

名
鞘

糠
唖

嫌
総
ロ 凪
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…
竺

芙
く

厳

１

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－

１
１
２

（
ア

ブ
・

バ
カ

ー
ル

・
パ

ア
シ

ー
ル

（
Ａ
Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ｂ
Ａ
’

Ａ
Ｓ
Ｙ
Ｉ
Ｒ）

）

（ １
）

変
更

前

　

住
所

　

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

（
刑

務
所

内
）

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
６
年

４
月

２
１
日

（２
０
１
５
年
１
０
月

１
４
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

２
０
０
８
年

に
ジ

ュ
マ

ー
・

ア
ン

シ
ョ

ー
ル

・
タ

ウ
ヒ

ー
ド

（
Ｊ
Ａ
Ｔ）

（
Ｑ
Ｅ
－

５
７）

を
結

成
。

２
０
１
０
年

に
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
・

ア
チ

ェ
州

の
訓

練
キ

ャ
ン

プ
に

お
け

る
テ

ロ
の

扇
動

及
び

資
金

調
達

の
罪

で
逮

捕
さ

れ
、

２
０
１
１
年

に
懲

役
１
５
年

の
判

決
を

受
け

た
。

安
全

保
障

理
事

会
決

議
１
８
２
２

（
２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見

直
し

は
２
０
１
０
年

６
月

８
日

に
終

了
し

た
。

（ ２
）

変
更

後

　

住
所

　

イ
ン

ド
ネ

シ
ア



　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
６
年

４
月

２
１
日

（ ２
０
１
５
年
１
０
月

１
４
日
、

２
０
２
０
年
１
１
月

２
４
日

及
び
２
０
２
１
年

４
月

６
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

２
０
０
８
年

に
ジ

ュ
マ

ー
・

ア
ン

シ
ョ

ー
ル

・
タ

ウ
ヒ

ー
ド

（
Ｊ
Ａ
Ｔ）

（
Ｑ
Ｅ
－

５
７）

を
結

成
。

２
０
１
０
年

に
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
・

ア
チ

ェ
州

の
訓

練
キ

ャ
ン

プ
に

お
け

る
テ

ロ
の

扇
動

及
び

資
金

調
達

の
罪

で
逮

捕
さ

れ
、

２
０
１
１
年

に
懲

役
１
５
年

の
判

決
を

受
け

た
。

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国
内

法
令

に
従

い
服

役
し

た
後
、

２
０
２
１

年
１

月
８

日
、

刑
務

所
を

出
所

し
た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１８

２
２
号

（ ２
００

８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０
１
０
年

６
月

８
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
３
６
８
号

（ ２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
２
０

年
１
１
月

２
４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事

会
特

別
手
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